
１　開催日時 令和３年６月２１日（月）午後１時３０分～

２　開催場所 矢巾町役場　４階　大会議室

３　出席委員

     （１６名）

会長 　１６番　中　川　和　則

会長職務代理者 　１５番　佐々木　昭　英

委員 　　１番　金　子　忠　博

　　２番　佐々木　達　也

　　３番　高　橋　かおる

　　４番　白　澤　克　美

　　５番　熊　谷　洋　司

　　６番　川　村　良　道

　　７番　川　村　和　男

　　８番　佐々木　　　博

　　９番　星　川　忠　博

　１０番　藤　原　幸　藏

　１１番　佐　藤　俊　孝

　１２番　高　原　弘　明

　１３番　阿　部　江利子

　１４番　白　澤　和　実

４　議事日程

　日程第１ 議事録署名委員の指名

　日程第２ 会議録書記の指名

　日程第３ 会期の決定

　日程第４ 事業の経過報告

　日程第５ 報告第１号　農地法第３条の３の規定による農地法の相続届出について

　日程第６ 報告第２号　使用貸借解約通知について

　日程第７ 報告第３号　農地法第１８条の規定による農地の合意解約について

　日程第８ 報告第４号　転用許可不要農地の現状変更届出について

　日程第９ 報告第５号　転用許可等不要農地の現状変更完了届出について

　日程第１０ 議案第１号　農地法第３条の規定による所有権移転許可申請に対する許否

　　　　　決定について

　日程第１１ 議案第２号　農地法の適用外証明願いに対する許否決定について

　日程第１２ 議案第３号　農用地利用集積計画に対する意見決定について

　日程第１３ 議案第４号　矢巾町農業委員会の委員選任規則の一部を改正する規則につ

　　　　　いて

矢巾町農業委員会総会第７回議事録
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　日程第１４ 議案第５号　転用許可等不要農地の現状変更届出指導要綱の一部を改正す

　　　　　る告示について

　日程第１５ 議案第６号　矢巾農業振興地域整備計画の変更に係る協議に対する意見決

　　　　　定について

　日程第１６ 議案第７号　令和２年度矢巾町農業委員会活動の点検・評価について

　日程第１７ 議案第８号　令和３年度矢巾町農業委員会活動計画について

事務局長 　高　橋　　保

主査 　岩　舘　貴　紀（産業観光課併任）

主任主事 　藤　原　佳芳里

　産業観光課

課長 　佐　藤　健　一

係長 　佐　藤　寿　信

主査 　岩　舘　貴　紀（再掲）

課長 　田　村　英　典

係長 　泉　山　弘　道

５　農業委員会事務局

６　説明員

　文化スポーツ課　

2 ページ



７　会議の概要

議長 　会議に先立ち、皆様にお知らせします。５月１日から庁内クールビズを実

施しておりますので、暑い場合には上着をお脱ぎいただいても結構でござい

ます。

　また、本日の総会にあたって、事前に議案書を送付しております。議案の

朗読は表題のみとし、時間を短縮して進行いたします。

　質問、意見や討論等、発言の際は、挙手により発言の意思表示をお願いし

ます。また、発言を許された方は議席番号と氏名を述べたうえで発言くださ

るよう、よろしくお願いします。

　ただいまの出席委員は１６名であります。定足数に達していますので、会

議は成立いたします。

　ただいまから令和３年第７回矢巾町農業委員会総会を開会します。

　それでは、あらかじめ皆様にお配りしている日程に従いまして進めたいと

思いますが、ご異議ございませんか。

≪異議なしの声≫

議長 　異議なしということで、日程に従いまして進めてまいります。

　日程第１、議事録署名委員の指名についてですが、当職より指名すること

にご異議ございませんか。

≪異議なしの声≫

議長 　それでは、当職から指名いたします。７番川村和男委員、８番佐々木博委

員、９番星川忠博委員にお願いいたします。

　日程第２、会議書記の指名ですが、当職より指名することにご異議ござい

ませんか。

≪異議なしの声≫

議長 　それでは、当職より指名いたします。農業委員会事務局、岩舘貴紀主査に

お願いします。

　日程第３、会期の決定ですが、本日１日とすることにご異議ございません

か。

≪異議なしの声≫

議長 　それでは、本日１日と決します。
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　日程第４、業務の経過報告ですが、主なものについて当職よりご説明いた

します。

　５月２０日、木曜日、矢巾町農業再生支援協議会総会。

　５月２４日、月曜日、盛岡地方農業委員会連絡協議会総会。

　５月２５日、火曜日、全国農業委員会会長大会。これはＷｅｂでの開催と

なりました。

　６月に参りまして、

　６月１日、水曜日、令和３年矢巾町議会定例会６月会議。

　６月１４日、月曜日、農地転用現地調査。

　同日、農地移動適正化あっせん会議。

　６月１８日、金曜日、矢巾町農業委員会研修会。こちらは、岩手県農業会

議の職員を講師に招き、農業委員全員で研修会を受けてございます。

　以上になります。

　質疑がありましたら挙手願います。

≪異議なしの声≫

議長 　次に進みます。

　日程第５、報告第１号、農地法第３条の３の規定による農地の相続届出に

ついて、を議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪報告第１号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　番号１、２の提出された件につきましては、所有者は町内在住であり、農

地の耕作放棄には繋がらないものと考えております。

　以上でございます。

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫

議長 　次に進みます。
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　日程第６、報告第２号使用貸借解約通知について、を議題といたします。

議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪報告第２号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　番号１につきましては、●●●●が●●●●に無償で貸借していたもの

で、今後は耕作を●●●●にお願いすることとなったことにより、使用貸借

を解約するものになります。議案第３号に農地中間管理機構をとおしての貸

借の申請が出ております。

　以上でございます。

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫

議長 　次に進みます。

川村和男委員 　はい、議長。

議長 　はい、７番川村和男委員。

川村和男委員 　７番川村和男委員です。次の案件につきましては、私が所属する法人に関

係がございますので、退席の許可をお願いします。

議長 　７番川村和男委員の退席を許します。

　退席するまで休憩といたします。

≪休憩　13:38≫

≪再開　13:39≫

議長 　それでは再開いたします。
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　日程第７、報告第３号、農地法第１８条の規定による農地の合意解約につ

いて、を議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪報告第３号　事務局朗読≫

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　事務局より補足説明させていただきます。

　番号１、２につきましては、●●●●から現在耕作をお願いしている農事

組合法人●●●●への契約を解約するものです。

　農地中間管理機構をとおしての貸借であったために、番号１で農事組合法

人●●●●と岩手県農業公社との解約で、番号２で岩手県農業公社と●●●

●と、それぞれ合意解約するものです。

　なお、この当該農地は６月９日に売買が成立しており、議案第１号に案件

として挙げられております。

　以上でございます。

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫

議長 　次に進みます。

議長 　７番川村和男委員が着席するまで休憩といたします。

≪休憩　13:40≫

≪再開　13:41≫

議長 　それでは、再開いたします。

　日程第８、報告第４号、転用許可等不要農地の現状変更届出について、を

議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪報告第４号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。
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事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　現状変更届出につきましては、耕作の利便性向上のために盛り土など簡易

な農地改良をする時に、農業委員会に届け出ることになっております。

　番号１につきましては、現在の畑が周囲の農地より低く、耕作しにくいた

め、盛り土し活用予定となっております。

　番号２につきましては、当該農地は登記が田、現況が畑となっておりま

す。所有者が地目変更を行いたいと要望があり提出いただきました。現況が

畑であるため、工事等は行わず、この現状変更届の６月４日付けで完了届を

いただいております。

　以上でございます。

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、１１番佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　１１番佐藤です。番号２の●●●●の畑の件ですが、いつから畑になった

のでしょうか。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　１１番佐藤俊孝委員のご質問にお答えいたします。

　届け出があった時点で現況が畑であることが確認しており、いつごろかと

いうところは確認しておりません。

川村良道委員 　はい、議長。

議長 　はい、６番川村良道委員。
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川村良道委員 　６番川村です。

　ただ今の●●●●の件ですが、地元の委員として、現地確認の依頼があ

り、確認をいたしました。

　ここは湿田であったのですが、１２年ぐらい前に、近隣の基盤整備事業が

あり、その時の残土をこの湿田に盛った経緯があり、その時点から畑として

活用しています。

　その時に、地目を田から畑に変更すればよかったのですが、そのままと

なっており、鹿妻の賦課金も賦課されている状況です。そのようなことか

ら、今回、●●●●から現状変更の申請をしたところです。

　以上でございます。

議長 　その他、質疑がございませんか。

≪なしの声≫

議長 　それでは、次に進みます。

　日程第９、報告第５号、転用許可等不要農地の現状変更完了届出につい

て、を議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪報告第５号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　こちらにつきましては、現状変更の届出があったものについて、完了報告

が提出されたことにより、報告するものでございます。

　番号１につきましては、先月、現状変更届出の提出があったものです。

　番号１、２どちらも地目を現況にあわせたいという届出であり、工事等を

必要としない案件であったため、事務局に提出があった日と同日に完了届出

をいただいております。

　以上でございます。

議長 　それでは、質疑がありましたら挙手願います。
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佐々木昭英職務代

理者

　はい、議長。

議長 　はい、１５番佐々木昭英会長職務代理者。

佐々木昭英職務代

理者

　１５番佐々木です。１番の●●●●さんは●●●●の方ですが、矢巾町ま

で来て農業をするということですか。その確認をお願いします。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　１５番、佐々木会長職務代理者の質問にお答えいたします。

　番号１の●●●●は、住所が●●●●になっていますが、矢巾町内にご親

族がいらっしゃるため、耕作の際はそちらに寝泊まりすると聞いておりま

す。

　以上でございます。

議長 　その他質疑はございませんか。

≪なしの声≫

議長 　次に進みます。

　日程第１０、議案第１号、農地法第３条の規定による所有権移転許可申請

に対する許否決定について、を議題といたします。議題について、事務局よ

り朗読させます。

事務局 ≪議案第１号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。別紙資料の農地法第３条の許可要件が記載

された調査書をご確認お願いします。
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　番号１から番号４につきまして、第３条の調査書のとおり農地法第３条第

２項各号に該当していないと思われることから、許可要件のすべてを満たし

ていると考えられます。

　番号１につきまして、価格総額が●●●●万円と高額となっております。

　この農地につきましては、所有者である●●●●のお父さまが、当時、●

●●●ほどで購入したと聞いております。

　そのため、売却するのであれば、同等に近い金額で契約したいという所有

者の強い要望があったため、譲り受ける●●●●も納得した上での金額と

なっております。

　続きまして番号２につきましては、譲渡人、●●●●、譲受人、●●●●

は、あっせん事業により売買が成立したものとなっております。

　続きまして番号３につきましては、●●●●が息子である●●●●

に、すべての農地を生前一括贈与するものとなっております。

　また番号４につきましては、●●●●は●●●●のお兄様にあたり、お父

さまがなくなった時に●●●●が相続により取得した農地になりますが、そ

の農地を耕作することすることが難しくなったということで、実家に住んで

いる●●●●に贈与するものとなっております。

　以上でございます。

議長 　それでは質疑に入ります。質疑がありましたら挙手願います。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、１１番佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　１１番佐藤です。お伺いします。

　番号１の畑、●●●●㎡の価格が●●●●万円で、当時の売買価格相当で

の再売買という説明がありました。

　現在この畑には何を作付けしようとした計画でしょうか。それから、客観

的にこれだけの価格を払おうとすると、何らかの農地以外の投資目的がある

のではないかと疑義をいだきます。そのようなことがなければいいのです

が、事務局で承知しているものがあればお知らせしてほしいと思います。

事務局 はい、議長。

議長 はい、事務局。
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事務局 　１１番佐藤俊孝委員のご質問にお答えします。

　具体的な作物についてはお聞きしていないところですが、資料の写真にあ

りますとおり、耕起しており作物の作付には問題はないと思っております。

　また、金額につきまして、当時、●●●●のお父さまに借り入れがあり、

農地を活用しその返済に充てるために高額な額となったと聞いております。

所有者はこの金額に近い額での取引を望んでおり、●●●●がそれに納得し

た形になっております。

　また、●●●●は隣地に土地を所有しており、県道拡幅によって、代替地

を所有したいとのことにより、買うことになったという事情もございます。

議長 　その他質疑はございませんか。

≪なしの声≫

議長 　討論がありましたら挙手願います。

　討論ございませんか。

≪なしの声≫

議長 　討論なしと認めます。それでは、挙手により表決に入ります。

　議案第１号、農地法第３条の規定による所有権移転許可申請に対する許否

決定について、許可する旨決するに賛成の委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、許可することに決します。

　次に進みます。

　日程第１１、議案第２号、農地法の適用外証明願いに対する許否決定につ

いてを議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪議案第２号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　補足説明させていただきます。
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事務局 　番号１の申請につきましては、議案第２号の次のページにあります地図を

ご覧ください。申請地は、役場南東約●●●●ｋｍに位置し、東側には●●

●●線が縦断しております。市街化調整区域内であり、農地の中に宅地が点

在しております。農地区分は農業振興地域内であるため、農用地区域内農地

となっております。

　以上でございます。

議長 　６月１４日に農地転用現地調査を行った、農業委員より調査結果を報告願

います。

高原弘明委員 　１２番高原です。

　事務局から説明がありましたとおり、６月１４日にこの現地を見てまいり

ました。

　調査記録にありますとおり、この後に、審議されます、議案第６号の番号

２と番号３に、この関連する事項でございますが、この度、この土地の隣接

地において、農家分家住宅の建築を計画しており、その際に、その周辺の地

目を確認したところ、農地であることが判明したということであります。

　このため、現地調査委員として、中川和則会長、白澤和実土地調整専門委

員長、金子忠博委員、熊谷洋司委員、そして、当職。それから事務局の藤原

主任主事が帯同し現地に出向いております。

　それで、この当該土地につきましては、昭和４８年から住宅用地として、

利用されてきたということであり、２０年以上前からの案件で、農地として

の原状回復は著しく困難であり、意図的な違反転用ではないため、農地法の

適用外を証明するにあたり、やむを得ないと判断するものであります。

　以上、報告といたします。

議長 　その他、補足説明がありましたら説明願います。

≪なしの声≫

議長 　質疑に入ります。質疑ありませんか。

≪なしの声≫

議長 　それでは討論に入ります。

　討論がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫
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議長 　討論なしと認めます。

　それでは挙手により表決に入ります。

　議案第２号、農地法の適用外証明願いに対する拒否決定について、許可相

当として意見する旨決するに賛成の委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、許可相当として意見することに決します。

白澤和実委員 　はい、議長。

議長 　はい、１４番白澤和実委員。

白澤和実委員 　はい、１４番白澤です。次の案件につきましては、私の所属する法人のも

のになりますので、退席の許可をお願いします。

議長 　１４番白澤和実委員の退席を許可します。退出するまで、休憩といたしま

す。

≪休憩　14:01≫

≪再開　14:02≫

議長 　それでは、再開いたします。

　日程第１２、議案第３号、農用地利用集積計画に対する意見決定につい

て、を議題といたします。議題について、事務局より朗読させます。

事務局 【議案第３号　事務局朗読】

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　番号１の案件につきましては、農地中間管理機構を通して地域の中心経営

体にある●●●●に貸借するものです。農地中間管理機構から、●●●●へ

の貸借は番号３にあげられています。
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　続きまして、番号２の●●●●の農地については、農地中間管理機構をと

おして、番号４の●●●●に、番号５の●●●●にそれぞれ貸借するもので

す。

　こちらにつきましては、今まで相対での契約となっておりましたが、所有

者から正式な手続きにより、貸借したいとの要望があったことから、中間管

理機構を通して貸借を行うこととなりました。

　以上でございます。

議長 　それでは質疑に入ります。質疑がありましたら挙手願います。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、１１番佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　１１番、佐藤です。

　今回のこの集積計画の中の１０ａ当たりの賃借料についてお伺いします。

　１０ａあたり、●●●●円と●●●●円と２通りの内容となっています

が、この格差についての内容について教えていただければと思います。

議長 　はい、議長。

事務局 　はい、事務局。

事務局 　１１番佐藤委員のご質問にお答えいたします。

　価格差につきまして、●●●●は、貸借の際、共通で●●●●円の金額と

なっております。●●●●、●●●●、●●●●につきましては、相対での

契約時から、●●●●円の貸借となっていたため、このような金額差となっ

ております。

　以上でございます。

議長 　その他質疑はございませんか。

≪なしの声≫

議長 　質疑なしと認めます。

　討論に入ります。

　討論がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫
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議長 　討論なしと認めます。

　それでは、挙手により、表決に入ります。

　議案第３号、農用地利用集積計画に対する意見決定について、妥当な計画

であるとして意見する旨決するに賛成の委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、妥当な計画であるとして意見することに決します。

　１４番白澤和実委員が着席するまで休憩といたします。

≪休憩　14:08≫

≪再開　14:09≫

議長 　再開いたします。

　お諮りします。

　日程第１３、議案第４号、矢巾町農業委員会の委員選任規則の一部を改正

する規則について、日程第１４、議案第５号、転用許可等不要農地の現状変

更届出指導要綱の一部を改正する告示については、関連がありますので、一

括して議題としてよろしいでしょうか。

≪異議なしの声≫

議長 　それでは、一括して議題といたします。

　日程第１３、議案第４号、矢巾町農業委員会の委員選任規則の一部を改正

する規則について、日程第１４、議案第５号、転用許可等不要農地の現状変

更届出指導要綱の一部を改正する告示についてを、議題といたします。議題

について、事務局より朗読させます。

事務局 ≪議案第４、５号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明をさせていただきます。

15 ページ



　今回の例規改正につきましては、町内で進めております業務のハンコレス

のものになります。農業委員会で該当するものが、この２つの案件になって

おります。いずれも申請等については、押印なしで進める内容でございま

　そのほかの申請等につきましては、農地法等で定められているので、今ま

でどおりでございます。

　以上でございます。

議長 　それでは質疑に入ります。質疑がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫

議長 　質疑なしと認めます。

　討論に入ります。討論がありましたら挙手願います。討論ございません

か。

≪なしの声≫

議長 　討論なしと認めます。それでは、挙手により表決に入ります。

　議案第４号、矢巾町農業委員会の委員選任規則の一部を改正する規則につ

いて、原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、原案のとおり決します。

　議案第５号、転用許可等不要農地に現状変更届出指導要綱について、原案

のとおり決するに賛成の委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、原案のとおり決します。

　議案第６号の担当課の説明員を入室させますので、休憩といたします。

≪休憩　14:12≫

≪再開　14:13≫

議長 　説明員として、町産業観光課職員、文化スポーツ課職員が出席しておりま

す。

　それでは、再開いたします。
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　日程第１５、議案第６号、矢巾農業振興地域整備計画の変更に係る協議に

対する意見決定について、を議題といたします。議題について事務局より朗

読させます。

事務局 ≪議案第６号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足の説明をさせていただきます。

　今回の議案につきましては、町内の農業振興地域、農振除外を行うものに

なります。農振地域は生産性の高い優良農地でありますので、農地転用はで

きない土地となっておりますが、公共事業用地の取得などの理由がある場

合、農業委員会、鹿妻穴堰土地改良区などからの意見を付して、岩手県に提

出することができることになっております。その点からいろいろご審議をお

願いしたいと思います。

議長 　詳細説明を町産業観光課、文化スポーツ課にお願いしておりますので、担

当者から詳細説明をお願いします。

佐藤産業観光課長 　はい、議長。

議長 　はい、佐藤産業観光課長。

佐藤産業観光課長 　産業観光課の佐藤でございます。

　私の方から、議案第６号についてご説明申し上げます。

　本議案につきましては、農地から土地利用を変更するため、農業振興地域

内から除外の申出があったことから、この３件につきまして、農用地事業計

画の計画変更を行うなうものであります。

　除外申し出がありました、ただ今の３件の計画内容について、担当からご

説明申し上げます。

岩舘産業観光課主

査

　産業観光課の岩舘です。私の方から、番号１、番号２について説明いたし

ますので、よろしくお願いします。

　まず、番号１は専用住宅及び自動車車庫の建築に伴う除外になり、申出者

は●●●●です。
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　申出者の現住居地は、矢巾町が施行する町道●●●●線道路改良事業の収

用対象となっております。

　矢巾町との補償契約により、１１月３０日までに、現住居地を矢巾町に引

き渡すこととなっております。

　矢巾町との用地交渉の際、市街化区域内であれば、居住地移転が比較的手

続き等が容易であるため、自身が高齢であり、急な生活環境の変化への対応

は困難であることを考慮し、当初、現住居地の近隣の市街化区域内に移転先

を見つけ、土地所有者と交渉を進めておりましたが、最終的に破談となって

しまいました。

　その後も、現住居地近隣の市街化区域内で調整しましたが、見つからな

かったため、やむを得ず、現住居地の南側にある農地を利用して、専用住宅

及び自動車車庫の建築を行うものであります。

　続きまして、番号２につきましては、農家分家住宅建築に伴う除外申し出

です。申出者は、●●●●氏です。

　こちらの案件につきましては、議案第２号にありました、適用外証明の願

出人、●●●●氏のご子息である●●●●氏が、本家の隣に分家住宅を建築

するものでございます。

　申出者は現在、本家住宅に居住し、農作業を手伝っておりますが、結婚を

予定しており、現住居が手狭となること、また結婚後も、本家の農作業支援

を行うために、本家の隣接地に農家分家住宅の建築を行うものであります。

　私からは以上でございます。

田村文化スポーツ

課長

　はい、議長。

議長 　はい、田村文化スポーツ課長。

田村文化スポーツ

課長

　文化スポーツ課の田村と申します。よろしくお願いいたします。

　私の方からは、番号３の徳丹城駐車場設置に伴う農振除外について、ご説

明申し上げます。

　紫波郡で唯一の国指定の史跡としての徳丹城跡地でございます。大切な史

跡であり、たくさんの皆さまに史跡の重要性あるいは史跡の歴史をしっかり

と伝えていくということで、令和２年度から令和６年度まで、第２次の国の

史跡整備事業として、復元事業、それから芝公園の整備など進めておりま

す。
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　そういった中でたくさんの皆さまがいらしていただいているところで、駐

車場の確保が難しい現状であり、また、徳丹城史跡を憩いの場としてしっか

り整備をする必要があるだろうといったご意見を多くの皆さまからいただい

ており、今回、駐車場用地を確保したいということで、ご提案するものでご

ざいます。

　さらには、その場で様々な体験学習ができるようにしたいということで、

今回の開発整備の中で行っていきたいというように考えております。

　そして地域振興、あるいは産業振興、そして農業振興と進めていきたいと

考えております。

　当初は、道の駅構想もありましたが、国からは、難しいとの回答があり、

町独自で整備を進めるのもであります。

　本来であればもう一つ踏み込んで、例えばトイレの整備、あるいは農業者

支援の観点から産直の建設などを、この場で明記し、ご理解をいただきたい

ところでございますが、矢巾町総合計画に表記されておらず、また予算化さ

れていないものであり、必ずやりますと言えないところですが、今後、近い

将来にお約束ができるものと思っております。そのような計画等をしっかり

整備して、農業者支援にもつなげていきたいと考えております。

　具体的な詳細については、担当からご説明申し上げますので、よろしくお

願いいたします。

泉山文化スポーツ

課係長

　はい、文化スポーツ課の泉山と申します。

　それでは私の方から史跡徳丹城の駐車場整備の詳細について、議案書及び

別添資料に基づきまして説明させていただきます。

　まず事業計画概要書のうち、事業目的及び必要性についてですが、当該地

域は国指定史跡であります徳丹城を中心とした地域になっており、毎年４

月、史跡のＰＲなどを目的として、矢巾町徳丹城春まつりを開催しておりま

　この春まつりの駐車場として利用してきた土地が、現在行っている史跡公

園整備により使用できなくなったことにより、駐車場が不足している状況と

なっております。

　春まつりの駐車場はもちろんですが、今後は年間を通してイベントを開催

する計画としておりまして、それらの駐車場を当該地に整備するものでござ

います。

　なおこのイベントの計画につきましては、資料に掲載しておりますので、

こちらの方はお目通しいただきますよう、お願いいたします。

　またこれらのイベント以外でも、地元住民による単独イベントを開催でき

る多目的広場として活用することも想定しております。
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　続きまして、市町村における事業の位置づけ及び当該地域の農業振興方策

の方向についてですが、この地域は第７次総合計画で観光レクリエーション

等に位置づけられており、歴史的価値を生かして観光拠点や憩いの場として

の活用を進めることを掲げており、今回の駐車場の設置事業については、今

後、当該地域の観光拠点として整備していく上で必要な事業となっておりま

　また農業振興方策については、先ほど申し上げたとおり多目的スペースと

して地元住民に開放し、農産物産直イベントなどを開催することによりまし

て、町の農業振興にも寄与できるものと考えております。

　続きまして、事業計画概要についてですが、事業主体は矢巾町となってお

り、９月には売買契約を締結し、今年度中には整備を完了する予定としてお

ります。事業計画地の状況ですが、駐車場設置する土地はすべて、田●●

筆、面積は●●●●㎡となっております。

　このうち、●●筆の●●●●㎡が農用地区域となっております。

　当該地の場所については、●●●●の北側、そして●●●●の西側に位置

しており、北側については町道●●●●線に、西側については、農地に隣接

しております。

　こちらの必要面積の算定根拠については、資料にありますとおり、今後開

催されるイベントの来場者数から１時間あたりの積算したものになります。

　これに基づきまして、最大駐車台数が春まつり●●●●台となることか

ら、駐車場●●●●台分を確保し、これに加えて安全帯等を確保するため計

画面積は、●●●●㎡としました。また配置図につきましては議案書をご覧

　このような配置とすることとしておりますが、今回は舗装しないでライン

を引かないことから、ある程度自由に使えることもありますので、必要に応

じて定期に大型バスの駐車場として利用しながら活用する予定としておりま

　続きまして、事業計画値に関する土地改良事業の実施状況は省略いたしま

して、事業または施設ごとの具体的な雨水排水の概要について説明いたしま

　駐車場はアスファルト舗装しないこととしておりますし、西から東にかけ

て勾配を設けることにしておりますので、地下浸透はしないものにつきまし

ても、東側の水路に排水するため、隣接した土地には影響はないものと考え

ております。

　続きまして、事業計画地の全部又は一部を農業地区農振地区にした理由及

び経緯についてですが、今回の事業の候補地として８ヶ所の土地を挙げまし

たが、面積が足りないとか、史跡の区域内であるため整備ができない。ほ場

整備事業から８年未経過である、所有者との交渉が困難であるなど、不適地

でありました。

　徳丹城周辺には、当該地以外には必要な面積が確保できなく、また法的な

問題等はない場所がなかなか見当たらない。当該地以外の候補地として、唯

一適地であります、当該地を選定したものでございます。

　以上でございます。
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議長 　詳細説明が終わりましたので、質疑に入ります。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　１１番佐藤です。

　２点ほどお伺いします。

　番号１と番号３について、土地改良区と協議を続けてきたと思われます。

協議上の主な内容等をお知らせいただきたいと思います。

　それからもう１点です。

　申請地が農振地区から除外された場合の、当該地の人・農地プランに対し

ての影響がどのくらいあるのか、あるいはないのか、そのあたりをお知らせ

願います。

佐藤産業観光課係

長

　はい、議長。

議長 　はい、佐藤産業観光課係長。

佐藤産業観光課係

長

　産業観光課佐藤です。１１番、佐藤委員の２点の質問についてお答えいた

します。

　まず、１点目の土地改良区との調整状況ということでございました。

　これについては、今回説明させていただきました３件のうち２件につきま

しては、管轄する鹿妻穴堰土地改良区と事前協議を行いまして、本事業の承

諾は得られている状態でございます。明日開催される理事会におきまして、

正式に承認される予定となっているところでございます。

　続きまして人・農地プランへの影響でございます。

　１件目の●●●●の部分につきましては、●●●●のプランになっており

ますけれども、今回の計画してある３筆全てについて、現在、耕作はされて

おりませんで、草刈り等の維持管理のみ行っているほ場となっている状態と

なってございます。

　本地域の人・農地プランにおける中心経営体の経営には影響ありませんの

で、また集積対象となってないことから、今後のこの●●●●の人・農地プ

ランの実践には影響がないと判断しているところでございます。

　２件目の●●●●の案件につきましては、●●●●の人・農地プランの対

象となってございます。
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　今回、農振除外申請をしている農地については、●●●●の自家栽培、家

庭菜園的な使い方をされている農地であり、本地域の人・農地プランの中心

経営体の集積対象となっていないため、今後この地域の人・農地プランの実

践には影響がないと判断しているところでございます。

　さらに、３件目の徳丹城駐車場整備につきましては、ほ場はすべて町外営

農者が入作で営農しております。

　今回、農振除外して土地利用することにおきまして本地域の人・農地プラ

ンの中心経営体には影響ございません。

　また、中心経営体の集積対象としていないことから本地域の人・農地プラ

ンの実践等を今後進める上で影響がないと判断しているところでございま

す。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　ありがとうございます。

　続いて、お伺いします。

　細かいことで恐縮ですが、資料で駐車場の位置を示してると思いますが、

この図面の資料館南側に、外れている部分が２筆あるようですが、これでよ

ろしいでしょうか。

岩舘産業観光課主

査

　はい、議長。

議長 　はい、産業観光課岩舘主査。

岩舘産業観光課主

査

　１１番佐藤俊孝委員のご質問にお答えします。その南側２筆部分は、今回

の農振除外には入っていないところです。

　その南側２件につきましては事業の計画には入っておりますが、白地に

なっておりますので、今回この農振除外から外して策定しているところでご

ざいますが、後々、この２筆も含めた全体計画でお示しすることになりま

す。

議長 　その他、質疑ありますか。

≪なしの声≫

議長 　質疑なしと認めます。
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　討論に入ります。討論はございませんか。

　

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、１１番佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　先ほど事務局の方から丁寧に説明あり、よく理解させていただきました。

その他の委員さんも理解されたのではないかと思われます。

　私からは、賛成立場で討論いたしたいと思います。

　まず、１番の●●●●の住宅地についてです。

　本件の申請地は、町道●●●●線道路改良事業の町営施行に伴い、事業主

体であります当町から、道路拡張用地の買収及び宅地移転の補償について、

説明、交渉が行われ、住宅地の移転先候補となったものであります。

　よって、これまでの●●●●に対して行われてきた事業説明、用地交渉等

の経緯及び宅地移転候補地の検討等を総合的に踏まえ、判断するべきと考え

ます。

　判断内容としては、町営道路事業の施行に伴い、宅地移転を余儀なくされ

たこと。宅地移転候補地の選定においては、これまでの生活環境に著しい変

化がない立地条件を候補地として選択していること。町道●●●●線道路改

良事業は町営事業であり、収用法該当事業であること。等が挙げられます。

　これらのことから、申請地の農用地利用計画変更、農振除外を必要とする

理由は、明確であると判断されます。

　また、申請地はおおむね１０ヘクタール以上の一団の農地に接する第１種

農地と判断されますが、集団的農地の周縁部で、居宅が連坦している既存集

落内であることから、第１種農地の不許可の例外規定、住宅等で集落に接続

して設置するに該当し、転用許可相当と判断されます。

　なお、申請地は、一団のまとまりある農用地及び集落の周縁部に位置して

おり、除外した場合において、集団化した農用地を分断する恐れがないこ

と。さらには、当該人・農地プランの営農計画や農地利用の最適化につい

て、これを阻害するものではないこと。等から、当該地の農用地利用計画変

更、農振除外は、やむを得ないと判断されます。

　続いて、２番の●●●●の農家分家住宅についてです。

　本件の申請地は、●●●●が結婚を機に、住まいを父親の住宅隣接地に分

家住宅を建設しようとするものであり、申請地の農地利用計画変更、農振除

外を必要とする理由は、明確であると判断されます。

　また、申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の一団の農地に接すること

から、第１種農地と判断されますが、集団的農地の周縁部で、居宅が連坦し

ている既存集落内であることから、第１種農地の不許可の例外規定、住宅等

で集落に接続して接するに該当し、転用許可と判断されます。
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　なお、申請地は、一団のまとまりのある農用地及び集落の周縁部に位置し

ており、除外した場合において、集団化した農用地を分断する恐れがないこ

　さらには、当該、人・農地プランの営農計画や農地利用の最適化につい

て、これを阻害するものとなっていないこと。等から、当該地の農用地利用

計画変更、農振除外は、やむを得ないと判断されます。

　続いて、３番の徳丹城跡地駐車場等整備についてです。

　昭和４４年に国指定史跡となっております徳丹城史跡は、ご案内のとお

り、史跡として大変貴重な文化財であります。本史跡は、文部科学省の助

成、支援を受けて、保存活動を行い、貴重な文化財史跡を後世に伝えるとと

もに、史跡の魅力を内外の発信すべきものとして位置づけられております。

　そのため、本町では第７次総合計画において、徳丹城の歴史的価値を踏ま

えた活用計画を策定し、町民及び県民のための憩いの場や学びの場としての

整備、さらには観光資源としての史跡公園整備を計画的に進めているところ

であります。

　一方、毎年４月に行わます徳丹城春まつりは、来訪者も年々増えるなど、

盛況なイベントとなっておりますが、来訪者のための駐車スペース確保に腐

心する等、その運営に関する問題点や課題が明確になり、その早急な対策が

待たれていると聞いております。

　なお、当該地は第１種農地でありますが、一団のまとまりのある農地の周

縁部にあり、除外した場合において、集団化した農地を分断する恐れがない

こと。さらには、人・農地プランの営農計画に基づく実践や農地利用の最適

化について、これを阻害するものではないこと。等から、当該地の農地利用

計画変更、除外は、やむを得ないと判断されます。

　以上、町道●●●●線道路改良事業の施行に伴う●●●●の住宅地移転、

●●●●氏の農家分家住宅、徳丹城駐車場等整備に関する申し述べた内容を

もって、農用地利用計画変更、農振除外の賛成討論といたします。

議長 　その他、討論ありますか。

≪なしの声≫

議長 　討論なしと認めます。

　挙手により協議に入ります。

　議案第６号、矢巾農業振興地域整備計画の変更に係る協議に対する意見決

定について、変更するに妥当な計画であるとして意見する旨決するに賛成す

る委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫
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議長 　挙手全員（多数）ですので、変更するに妥当な計画であるとして意見する

ことに決します。

　町産業観光課、文化スポーツ課の説明員が退席するまで休憩といたしま

す。

≪休憩　14:12≫

≪再開　14:13≫

議長 　再開します。

　日程第１６、議案第７号、令和２年度矢巾町農業委員会活動の点検・評価

について、を議題とします。議題について事務局より朗読させます。

事務局 ≪議案第７号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明をさせていただきます。

　この令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検評価につきまして

は、農業委員会等に関する法律および施行規則による公表を義務付けられて

いるものでございます。

　農林水産省で定める様式に従って作成しております。こちらは町ホーム

ページで公表するものでございます。

　内容について、主要なものをご説明いたします。

　まず、農業委員会の状況についてですが、農業の概要数値では、それぞれ

農林業センサスの農地作付面積の数値を記載しております。

　続きまして、担い手への農地の利用集積、集約化につきまして、現状およ

び課題、これまでの集積面積２，２０６ヘクタール、集積で８１．１％と

なっております。こちらにつきましては昨年度より数値が減っております。

これは、新規集約もありましたが、マイナス数値が上回ったことから、この

ような数値となっております。

　原因といたしましては、認定農業者、担い手の減少があったり、高齢化に

よるものと考えております。

　続きまして、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進についてです

が、１経営体０．５ヘクタールの産業目標としておりましたが、令和２年度

につきまして、新規参入はありませんでした。
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　ただ、先般、新規就農者がありましたが、こちらにつきましては、今年、

令和３年度の新規就農に入る予定となっております。

　続きまして、遊休農地の措置に関する評価につきまして、０．２ヘクター

ルの解消を目標としておりましたが、実績で、０．２６ヘクタールとなって

おります。

　続きまして、違反転用への適正な対応につきまして、令和２年の実績は増

減０．０ヘクタールとなっております。

　こちらにつきましては、違反転用について現地調査を行いまして、４月に

１件の復旧計画書が提出されておりますが、まだ作業中でございまして、今

回の対象には、ならなかったところです。

　以上でございます。

議長 　それでは質疑に入ります。質疑がありましたら挙手願います。

佐藤俊孝委員 　はい、議長。

議長 　はい、１１番佐藤俊孝委員。

佐藤俊孝委員 　１１番、佐藤です。細かいことで恐縮ですが、目標及び活動に対する評価

ですが、人・農地プランを通じて、どのようなことを行い、その結果どうで

あったかなどが確認できないところです。

　これまで、キーワードとしてきた人・農地プランの実質化、それから、当

町の全３１プランに対しての状況とか、それらの記載があれば、なおよろし

いのではと思われます。

　以上です。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　ご意見ありがとうございます。

　目標に関する目標及び活動に対する評価についての部分につきまして実質

化につきまして、ご意見ありがとうございます。記載の内容につきましてそ

のように改善したいと思います。

議長 　その他、質疑ありますか。

熊谷洋司委員 　はい、議長。
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議長 　はい、５番熊谷洋司委員。

熊谷洋司委員 　５番、熊谷です。

　違反転用への適正な対応について、６．４ヘクタールとなっております

が、これは増えているのかあるいは減っているのか。それとどのような案件

が何件ほどあるか、お伺いします。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　５番熊谷洋司委員のご質問にお答えします。

　違反転用面積６．４ヘクタールにつきましては昨年度と同じ面積となって

おり、増減はしておりません。

　件数につきましては、手元に資料がないところですが、内容としては、な

かなか農地転用しないままに、資材置き場などになっているなどの案件が多

いように思います。

　その中でも、昨年度、１件につきましては改善するということで、実際に

復旧計画書出していただいたものがございます。

　その他につきましても、復旧計画書まではいきませんが改善するというお

話をいただいているところも何箇所かあります。

　以上でございます。

議長 　その他、質疑ありますか。

≪なしの声≫

議長 　質疑なしと認めます。討論に入ります。討論がありましたら挙手願いま

す。

≪なしの声≫

議長 　討論なしと認めます。それでは、挙手により表決に入ります。

　議案第７号、令和２年度矢巾町農業委員会活動の点検・評価について、承

認する旨決するに賛成する委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　次に進みます。
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　日程第17、議案第８号、令和３年度矢巾町農業委員会活動計画について、

を議題とします。議題について事務局より朗読させます。

事務局 ≪議案第８号　事務局朗読≫

議長 　補足説明を許します。

事務局 　はい、議長

議長 　はい、事務局。

事務局 　補足説明させていただきます。

　令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画については、議案第７号

と同様に町ホームページで公表するものとなります。

　まず、農業委員会の状況につきましては、議案第７号と同様の基準で記載

しております。

　続きまして、担い手への農地の利用集積・集約化につきましては、今年度

は１０ヘクタールの新規集積面積を目指していきたいと思っております。

　続きまして、新たな農業経営を営もうとする者の参入促進につきまして

は、今年度は１経営体、０．５ヘクタールを目指していきたいと思っており

　続きまして、遊休農地に関する措置につきましては、今年度は０．２ヘク

タールの解消を目標といたします。

　続きまして、違反転用への適正な対応としましては、数値としての目標は

様式に定められてはおりませんが、農地パトロールによる経過観察や農地所

有者に対して個別に解消を促すなど行ってまいります。

　以上でございます。

議長 　それでは質疑に入ります。質疑がありましたら挙手願います。

藤原幸藏委員 　はい、議長。

議長 　はい、１０番藤原幸藏委員。

藤原幸藏委員 　１０番藤原です。２点についてお伺いします。

　１点目は、担い手への農地の利用集積集約化の中の活動計画です。１０ヘ

クタールの集積面積ということでありますけども、計画に人・農地プランの

実践を行っていくと、町をはじめとして、県、農協等と連携しながら事務の

分散化を図り、多方面にわたって農地集積を誘導していくとあります。令和

２年度の成果でこのように表記しております。

28 ページ



　目標に対して、担い手への農地の利用集積・集約化の目標に対しての評価

のところで、おおむね目標を達成することができたが、今後は農地集積と合

わせて農地集約を進めていく。とありましたので、令和３年の計画に、農地

集積を誘導していくところとその農地集約を活動計画に載せるべきと思われ

ます。

　２点目は、遊休農地のところですけども、６月１８日に、岩手県農業会議

から講師として来ていただいた農業委員会研修会の時に、遊休農地は４区分

あることを教えていただきました。遊休農地の活動のところに、この４つの

区分を明確にすることによって、また次の遊休農地解消に進めるのではない

かと思われます。

　やはり研修を受けて、それを活かし、遊休農地から再生利用が困難な農地

の状態を的確に把握すべきじゃないかと思います。

　以上です。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　１０番藤原委員のご質問にお答えいたします。

　１点目ですが、ご指摘があったとおり集約についても進めていかなければ

ならないと思いますので、記載を追加して訂正したいと思います。

　続きまして、２点目のご質問ですが、４つの遊休農地を明確にすることが

決められておりますので、農地パトロールの際の現地での確認方法として４

つの区分を明確にするような方法で準備をさせていただきます。

　今回の土地に関する現状及び課題や活動計画の表記につきましては、この

ままで進めたいと考えますので、ご理解願います。

　以上でございます。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　加えて説明をさせていただきます。

　今年度の農地パトロール方法につきましては、まず土地調整専門委員会の

方で決めていただき、全員協議会の方で方法を決めさせていただきたいと思

います。昨年度は、水田台帳を基に農地パトロールを、７月から１２月まで

を強化期間として行っております。今回の農地パトロールの方法も全員協議

会でお諮りいたします。

　以上でございます。
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議長 　その他、質疑ありますか。

阿部江利子委員 　はい、議長

議長 　はい、１３番、阿部江利子委員。

阿部江利子委員 　１３番、阿部です。先ほどの藤原幸藏委員からありました、遊休農地に関

する処置、活動計画のところに、調査方法を明記したらいかがですか。

　研修で勉強させていただきましたので、そのように明記して調査を進める

方法はいかがでしょうか。

事務局 　はい、議長。

議長 　はい、事務局。

事務局 　１３番阿部委員の質問に答えさせていただきます。

　ご指摘がありましたとおり、４つの区分を明確にして調査するいうことは

必要と思われますので、その部分を明記することで変更したいと思います。

　以上でございます。

議長 　その他、質疑ありますか。

≪なしの声≫

議長 　質疑なしと認めます。

　討論に入ります。討論がありましたら挙手願います。

≪なしの声≫

議長 　討論なしと認めます。それでは、挙手により表決に入ります。

　議案第８号、令和３年度矢巾町農業委員会活動計画について、妥当な計画

であるとして承認する旨決するに賛成する委員の挙手を求めます。

≪挙手多数（全員）≫

議長 　挙手多数ですので、妥当な計画であるとして承認することに決します。

　以上で議事のすべてを終了しましたので、総会は閉会といたします。
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　みなさま、大変お疲れ様でした。

≪終了　15:10≫
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　令和　　年　　月　　日

　　議　　　　長 会　　長

　　議事録署名人 　　　番

　　議事録署名人 　　　番

　　議事録署名人 　　　番

　以上は、令和３年６月２１日、矢巾町役場４階大会議室において開催された、令和３年第７回

矢巾町農業委員会総会の経過及び結果であり、その相違なきことを証するためにここに署名す

る。
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